
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

この他、社会福祉協議会が定める民間の行動計画である「南アルプス市地域福祉活動計画」と連携して取組を進めます。 

 

 

南アルプス市保健福祉部福祉総合相談課 
 〒400-0395 山梨県南アルプス市小笠原 376 

 TEL055-282-7250 FAX055-282-6095      

●地域づくり事業（重層） 

●いきいき百歳体操 

●子ども若者ささえ愛基金 

●当事者同士の分かちあいの場づ

くり 

●市民活動の推進 

●青少年の健全育成 

●住民の支えあいとして行う外出

支援 

●高齢化も視野に入れた交通環境

の整備 

●参加支援事業（重層） 
●就労準備支援事業 
●生活困窮世帯の子どもの学習・生
活支援事業 

●ライフステージを通じた途切れ
のない支援 

●地域子育て支援拠点（子育て支援
センター） 

●地域活動支援センター 
●共生型等の分野横断的な福祉サ
ービスの展開 

●認知症地域支援・ケア向上事業 
●介護支援ボランティア・ポイント 
●支えあいや生活支援サービスの
充実 

●福祉しごとサポート南アルプス 

●全世代に向けた福祉教育の充実 

●健康づくりの推進 

●生活支援体制整備事業 

●市民後見人などの権利擁護支援

の担い手養成 

●災害を意識した支えあいの地域

づくり 

●介護予防サポートリーダー養成 

●愛育会・食生活改善推進員の活動

支援 

●日赤奉仕団の活動支援 

●小規模な事業所へのメンタルヘ

ルス対策 

●寄附や共同募金等の取組  

●地域づくり事業（重層） 

●生活困窮者支援等のための地域

づくり事業 

●社会福祉協議会運営支援事業 

●地域ささえ愛セミナー 

●子ども若者ささえ愛ネットワー

ク会議 

●障害者自立支援協議会 

●要保護児童対策地域協議会 

●各分野の地域ネットワークとの

連携 

●コミュニティソーシャルワーカーの配置 

●民生委員児童委員活動事業 

●民間事業者との見守りネットワーク事業 

●成年後見制度の利用促進 

●自殺未遂者や遺された親族等への支援 

●アウトリーチ等継続的支援事業（重層） 

●住民等への周知啓発 

●児童生徒のためのメンタルヘルス教

育の実施 

●子ども若者への啓発資料の作成と配布 

●自殺対策強化月間等における取組 

●若年層の心の問題に関する支援者養

成研修 

●市職員向け福祉のまちづくり研修会 

●福祉総合相談体制の推進 

●包括的相談支援と多機関協働（重層） 
●地域包括支援センターの機能強化 

●こども家庭相談体制の強化 

●生活困窮者自立支援事業の推進 
●生活保護の適切な実施 

●虐待対応と養護者・保護者支援 

●権利擁護支援の地域連携ネットワー
クと中核機関の機能強化など 

●自殺対策推進会議の開催 

●庁内セーフティネットの構築 
●保健所の連絡会議への参加 

●法曹関係者、精神科医療、教育現場と

の協働体制の推進 
●福祉専門職や支援関係者の研修・事例検討会 

●地域ケア会議の充実と活用 

●居住支援の取組 
●社会福祉法人の公益的取組と地域連携 
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概要版 

発行 南アルプス市保健福祉部福祉総合相談課(令和 7年 3月) 〒400-0395南アルプス市小笠原 376 TEL055-282-7250 

南アルプス市地域ささえ愛プラン２０２５～２０２９ の体系 

【ともに生きる】 多様性を認めあいお互いの幸せを願う 
【支えあう】   支えられるだけの人はいない（誰もが主役） 
【地域づくり】  様々なつながりや活動の創出・充実 

ともに生き支えあう地域づくり 基本理念 

その人らしさが活きる場に

つながる地域づくり 重点目標 
支えあいがまち全体の元気

につながる地域づくり 

相談から本人中心の支援に

つながる地域づくり 

重点施策 

と 

取組 

①誰もがつながれる 

 多様で身近な場づくり 

③住民が地域に関心と 

 関わりをもてる場づくり 

⑤ニーズや困りごとを 

 相談につなげる場づくり 

②一人一人が尊重される 

 参加と活動の場づくり 

④地域の活動がつながり 

 分かちあう場づくり 

⑥包括的な支援を考え 

 実行する場づくり 

主な指標 

と目標 
(市民アンケート回答より) 

地域で見守り、声かけなどの助け
合いが行われていると感じる 

まちづくりに関心がある 
困ったとき市役所に相談窓口
があることを知っている 

現況値 R 5(2023) 37.5％ 
    ↓ 

目標値 R11(2029) 45.0％ 

  現況値 R 5(2023) 53.5％ 
    ↓ 

  目標値 R11(2029) 58.0％ 

  現況値 R 5(2023) 45.4％ 
    ↓ 

  目標値 R11(2029) 55.0％ 

 南アルプス市では、令和７（2025）年度から令和 11（2029）年度までの５か年を計画期間と

する「南アルプス市地域ささえ愛プラン」を策定しました。市制施行の直後から市民の皆さん

とともに創り上げ、今回で第５次となる地域福祉計画に、自殺対策・成年後見制度・重層的支

援体制に関わる各計画を一体的に盛り込んだ新たな計画です。市民が幸せを実感し、いのちを

大切に、そして自分らしくいきいきと、尊厳ある暮らしができるよう、市民・関係機関・行政

が一体となって進めていく地域づくりの方針と取組をまとめたものです。 
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就労準備支援事業で行なっている若者たちの

場づくり「通いの家」の一環で、流しそうめん

を企画。地域の方に手ほどきを受けながら、竹

を切り出し、加工し、みんなで楽しみました。 

 

ち 
第２期自殺対策計画 
（自殺対策基本法第 13条） 

大 

南アルプス市地域ささえ愛プラン２０２５～２０２９ を構成する４つの計画 

第５次地域福祉計画 
（社会福祉法第１０７条） 

く 

あ 

支え手と受け手に分かれない 

「地域共生社会」の実現に向けて 
 福祉という２文字は「しあわせ、ゆ

たかさ」などを表しています。最近で

は「ふ・く・し」の３文字にかけて、

「ふだんのくらしのしあわせ」と言

い換えることもあります。 

 あなたにとっての「しあわせ」は、

例えばどんなことですか？ 

 私たち一人一人の「しあわせ」は、

実は、様々なものに支えられていま

す。家族や友人、職場や学校、地域、

住む場所、そして高齢者福祉・障がい

者福祉・児童福祉などの様々な福祉

制度もその一つです。 

 今、少子高齢化・人口減少の流れの

中で、地域コミュニティや社会・経済

活動の持続性が課題となっていま

す。「しあわせ」を支える地域・社会

の機能が弱まり、ひきこもりや貧困、

虐待、孤独・孤立などの複雑化・複合

化した課題を抱え、生活に行き詰ま

る人も少なくありません。 

 南アルプス市では、市民一人一人

がどんな状況にあっても「しあわせ」

を実感し、いのちを大切に、自分らし

くいきいきと、尊厳ある暮らしがで

きるよう、「ともに生き支えあう地

域づくり」を理念とする地域福祉に

取り組んでいます。 

 例えば、「地域支えあい協議体」で

は高齢者を中心に全世代での生きが

いと助けあいを、就労準備支援や学

習・生活支援などの「生活困窮者自立

支援事業」では貧困や孤立にあえぐ

子どもや若者が描く次への一歩を叶

える場づくりを、地域の様々な人た

ちの協力で進めています。つながり・

生きがい・居場所・自己肯定感等に着

目した「場づくり」は、みんなが元気 

ありたい未来の花を咲かせよう！「地域ささえ
愛セミナー2025」にて、参加者が花型の付箋に

書いた「5年後のありたい未来」をボードに集

めました。（表紙の写真はその一部の様子） 
書かれた内容をもとに、2人の講師がこれから
の地域づくりを考えるトークを展開しました。 

に「しあわせ」を実感できる地域づく

りへの大切な一歩となります。 

 地域福祉の主体は、ここに暮らす

すべての市民。誰もが、大切な主役で

す。「南アルプス市地域ささえ愛プ

ラン」が目指すのは、誰もが主役とし

て輝ける地域。そして、そんな地域を

みんなでつくっていける、支え手と

受け手に分かれない「地域共生社会」

の実現。こうなりたい、こうありたい

という未来に向けて、できることか

ら、ともに進めていきましょう！ 

あ 
３ 

第１期重層的支援体制整備事業実施計画 
（社会福祉法第１０６条の５） 

第２期成年後見制度利用促進計画 
（成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14条第 1項） 

若草地区「ちっくい祭り」にて。相談で関わり
のある子ども若者たちと創った作品の販売や、

スーパーボールすくい、型抜きなどの模擬店を

出しました。訪れた多世代の人たちと交流し、
地域とのつながりを実感したひとときでした。 

 

多機関の協働による「断らない相談」、居場所や活躍の
場につなげる「参加支援」、様々な分野の人や活動をつ
なぎ合わせる「地域づくり」を一体的に行います。 

「自殺は追い込まれた末の死」ととらえ、生きることの阻
害要因（リスク要因）を減らす取組、生きることの促進要
因（保護要因）を増やす取組を包括的に行います。 

世代や属性を問わず、市民の誰もが自分らしい「ふだん
のくらしのしあわせ」を実感できるよう、住民参加による
地域福祉活動や、相談支援の体制整備を進めます。 

福祉総合相談体制 

成年後見制度に限らず、自分らしい尊厳ある暮らしを
支える支援のためのネットワークづくりや、福祉・介護現
場の人材育成、市民後見人の養成などを進めます。 

つなぴょん 
南アルプス市自殺対策 

イメージキャラクター 

基
本

施

策 

・地域におけるネットワークの強化 
・自殺対策を支える人材の育成 

・市民への啓発と周知 

・生きることの促進要因への支援 
・児童生徒のＳＯＳの出し方研修 

重

点
施

策 

・働き盛り世代への対策 

・生活困窮者・無職者への対策 
・シニア世代・高齢者への対策 

・子ども・若者への対策 

 

  

自殺予防啓発グッズ 

支えあいの地域づくり 

取

組
内

容 

・地域連携ネットワークの活用 

・重層事業との一体的体制整備 

・支援チームづくりとコーディネート 
・市民後見人など支援の担い手育成 

・成年後見制度の周知、利用支援 

 

地域連携ネットワークと中核機関 

【基本方針１】住民主体 
 しあわせを求め、尊厳が守られる“生活主体”（権利主体）と、 

 地域に目を向け、できることに関わる“活動主体”。誰もがそ 

 の両面をもち、誰かを支えたり、誰かに支えられたりします。 

 意見を表し参加する権利、配慮され尊重される環境などによ

り、すべての人が意味のある主体となります。 

【基本方針２】地域づくりは「場づくり」 
 建物や部屋などの「場所」ではなく、つながりや関係性として

の「場」に着目します。人が集い、過ごし、分かちあい、一緒

に何かをしたり、何もしなくても良かったりする、安心で信頼

できる「場」が生まれることで、孤独・孤立を防ぎ、地域での

暮らしに良い変化が生まれることを目指します。 

重
点

施

策 

①誰もがつながれる多様で身近な場づくり 

②一人一人が尊重される参加と活動の場づくり 
③住民が地域に関心と関わりをもてる場づくり 

④地域の活動がつながり分かちあう場づくり 

⑤ニーズや困りごとを相談につなげる場づくり 
⑥包括的な支援を考え実行する場づくり 

 

取
組

内

容 

・包括的相談支援と多機関協働 
・参加支援と地域づくり 

・支援機関間の連携等 

・重層的支援会議の実施 

  

相談 

つながり 

居場所 

活躍 
地域づくり 


